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記載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、当会は利用者が当会の情報を用いて

行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

 

情報カテゴリ：学術団体からの情報 

主に該当する領域区分：全般 

タイトル：Significant Scientific Evidences about COVID-19 （COVID-19 に関する重要な科学的エビデ

ンス） 

概要：日本感染症学会から、臨床的・疫学的意義において重要な情報、研究的意義において重要な情報

などが 130 ページにわたって提示されています。海外国内の論文内での議論をまとめた部分もありま

す。 なお、Evidence の格付けは、研究デザインや研究規模に基づく Evidence としての科学的信頼性、

知見の重要性・新規性等を総合的に勘案し、作成者の主観により決定されているとのことです。 

出典 

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_sse_0610.pdf 

アクセス日：2020-6-12 

 

情報カテゴリ：学術団体からの情報 

主に該当する領域区分：在宅期 

タイトル：訪問・通所系サービス従事者のための 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応の手引

き Ver.1.0 

概要：日本プライマリ・ケア連合学会から、国内外における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

における知?をレビューし、プライマリ・ケアの現場において、感染予防を意識しながら訪問・通所系サ

ービ スを継続するための?引きとなることを?指して作成されているものです。 訪問・通所系サービス

の現場における新型コロナウイルス感染症対策として活用可能なものになっています。 

出典 

https://www.pc-covid19.jp/files/topics/topics-7-1.pdf 

アクセス日：2020-6-11 

 

情報カテゴリ：学術団体からの情報 

主に該当する領域区分：全般 

タイトル：COVID-19 流行期における循環器医療体制維持に関する提言（２０２０年６月改訂版） 

概要：日本循環器学会は、循環器診療に従事するすべての医療関係者に向けて、2020 年 4 月に「COVID-

19 流行期における循環器医療体制維持に関する提言」を行なっています。その後、地域における COVID-

19 流行度と、医療施設あるいは地域における医学的な人的・物的資源の確保状況ごとの、循環器疾患病

態の優先度に応じた検査・治療の方針に関する提言となっています。 

出典 

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19 流行期における循環器医療体制

維持に関する提言（6 月改訂版）.pdf 

アクセス日：2020-6-11 
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情報カテゴリ：学術団体以外の組織・施設からの情報 

主に該当する領域区分：全般 

タイトル：新型コロナウイルス感染症（COVID‐19）臨床マニュアル Ver 3 

概要：姫路赤十字病院総合内科の情報から、COVID‐19 の臨床マニュアルについてCOVID‐19 の症

状、理学所見、画像所見など、海外情報などがまとめてあります。 

出典 

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/naika/kanzo/pdf/COVID-19manual%20Ver-3.0.pdf 

アクセス日：2020-6-9 

 

情報カテゴリ：学術団体からの情報 

主に該当する領域区分：在宅期 

タイトル：新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについ

て 

概要：新型コロナウイルス感染症に係る通所系サービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地

域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護) が提供するサービスの

うち、一定のルールに基づき算出された回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区

分 2 区分上位の報酬区分を算定する取扱いを可能とした。 

出典 

https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/200602_3.pdf 

アクセス日：2020-6-9 
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